
様式Ａ

必要書類 申請者確認 上水道課確認 備考

様式第１　（申請書）　※両面印刷 ✓
様式第２　（誓約書） ✓
様式第３　給水装置工事主任技術者選
任・解任届出書 ✓
別表　機械器具調書 ✓
営業所の平面図及び付近見取り図 ✓
別記様式A　書類送付先及び連絡先 ✓

添付書類 申請者確認 上水道課確認 備考

登記事項証明書（法人）
※発行日から3カ月以内のもの（原本） ✓
定款写し（法人）
※全項コピーしたものの余白に原本証明確認と代表者氏
名・日付を記入のこと

✓
住民票の写し（個人）
※発行日から３カ月以内のもの（原本） ✓
「給水装置工事主任技術者」の免状又は
技術者証の写し（個人・法人） ✓
給水装置工事主任技術者の雇用を確認
できる書類（社会保険証等写し）（法人） ✓
添付写真（個人・法人）
・事務所（内部、外部）の風景写真（カラ－版）
・機械器具等の写真（カラ－版）※種別毎に分けて撮影

✓

申請手数料（１万円）
納入通知書兼領収書（申請書提出時に発
行します）の写し（個人・法人）

✓

※以下の書類は更新申請時に提出が必要です。（新規の場合は不要）

南丹市が確認する事項（別紙１　指定更新時確認票）

記載内容 申請者確認 上水道課確認 備考

指定給水装置工事事業者の業務内容（営
業時間、漏水修繕、対応工事等） ✓
給水装置工事主任技術者等の研修受講
実績 ✓
適切に作業を行うことができる技能を有す
る者の状況 ✓

指定給水装置工事事業者申請書（新規・更新）提出書類チェックシート
※本書は提出時に必ず添付してください。

申請者名：　ഄॵϜቅ̰̇˼̵̰ᦇ　　　　　　　指定番号：ɶɶɶ

確認された項目に☑を記入して下さい。

※南丹市が確認する事項のうち、講習会等の受講実績などがなくても許可に何ら
　 影響はありません。
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様式第1（第18条関係）

南 丹 市 長　様
　　　　年　　月　　日

申請者 指定番号 第　　　　号

フ リ ガ ナ ᶭ᷃ᷕᶳᶮᶭᷕᶩᶳᶣ ̰̇˼̵̰˶ˡ̆ˣ

氏名又は名称 ഄॵϜቅ ̰̇˼̵̰ᦇ

郵便番号（〒ɶɶɶƆɶɶɶɶ）
住　所 ֡इɶɶᄎɠɠɞɞᄧ۟

フ リ ガ ナ ɰɰɰɰɰɰ̰̇˼̰ ˼̪ˣ

代表者氏名 χגᏵনɰ֡ ݺᦶ 印

　水道法第16条の2第1項の規定による指定給水装置工事事業者の指定を受けたいので、同法

第25条の2第1項の規定に基づき次のとおり申請します。

（表　面）※両面印刷

フ リ ガ ナ フ リ ガ ナ

指定給水装置工事事業者指定申請書（新規・更新）

役員（業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者）の氏名

氏 名 氏 名

̰̇˼̰ ˼̪ˣ ̰̇˼̰ ˴̪ˣ

χגᏵনɰ֡ ݺᦶ ɰɰגᏵনɰ֡ ہᦶ

̰̇˼̰ ˵̪ˣ ̰̇˼̰ ̌̇˰

ɰɰגᏵনɰ֡ ฌᦶ ɰɰᆰনɰ֡ ᕳࠄ

̰̇˼̰˲̓ ̪ˣ

ɰɰגᏵনɰ֡ ͡ᦶ

事 業 の 範 囲 ᏂᑔࣸΖɱᏂୋឥѰࣸΖɱጢࣸΖං

機械器具の名称、性能及び数 別表のとおり

日付は申請時に記入して
ください。

住民票または登記事項証
明書に記載されているとお
り記入してください。

代表取締役から監査役までの役員全員
を記入してください。
※個人事業者の場合は記入不要です。

個人事業主の方は確定申告書、法人の場合は登記事項証明書の
「目的」欄等を参考に記入してください。　※「目的」欄に給水装置に

更新申請の場合は現指定
番号を記入してください。

ឞ Ҹ Ї



（裏　面）※両面印刷

当該給水区域で給水装置　　　　　　　　　
工事の事業を行う事業所の名称 ഄॵϜቅ ̰̇˼̵̰ᦇ

上 記 事 業 所 の 所 在 地 ֡इɶɶᄎɠɠɞɞᄧ۟

上記事業所で選任されることとな　　　　　　　
る給水装置工事主任技術者の氏名

給水装置工事主任技術者免状の交付番号

֡ ݺᦶ 26896520

֡ ฌᦶ 158963

当該給水区域で給水装置
工事の事業を行う事業所の名称

上 記 事 業 所 の 所 在 地

上記事業所で選任されることとな　　　　　　　
る給水装置工事主任技術者の氏名

給水装置工事主任技術者免状の交付番号

実際に事業を行っている事業所の名称・所在地等を
記入してください。※表面の「申請者」と同じでも記入
してください。

上記以外にも事業を行いたい支店・営業所がある場
合はこの欄に記入してください。



様式第2（第18条及び第34条関係）

　指定給水装置工事事業者申請者及びその役員は、水道法第25条の3

第1項第3号イからヘまでのいずれにも該当しない者であることを誓約

します。

　　年　　月　　日

申請者

氏名又は名称 ഄॵϜቅ ̰̇˼̵̰ᦇ

住　所 ֡इɶɶᄎɠɠɞɞᄧ۟

代表者氏名 χגᏵনɰ֡ ݺᦶ 印

南丹市長　様

誓　　　　　約　　　　　書

日付は申請時に記入して
ください。

登記事項証明書に記載さ
れているとおり記入してく
ださい。
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様式第3（第22条関係）

南 丹 市 長　様
　　　　年　　月　　日

指定番号　第　　　号

郵便番号（〒ɶɶɶƆɶɶɶɶ）
住　所 ֡इɶɶᄎɠɠɞɞᄧ۟

届出者 氏名又 ഄॵϜቅ ̰̇˼̵̰ᦇ
は名称 χגᏵনɰ֡ ݺᦶ 印

　水道法第25条の4の規定に基づき、次のとおり給水装置工事主任技術者の の届出を

します。

給

※　添付書類　…　給水装置工事主任技術者免状の写し　1　通　
　　　　　　　…　給水装置工事主任技術者証の写し　  1　通
　　　　　　　…　雇用が確認できる書類（社会保険証等写し）

選任

解任

給水区域で給水装置工事の事業を
行う事業所の名称（フリガナも）

上記事業所で（選任・解任）する
給水装置工事主任技術者の氏名

（フリガナも）

給水装置工事主任技術者（ 選任・解任 )届出書

ᶭ᷃ᷕᶳᶮᶭᷕᶩᶳᶣɰ ̰̇˼̵̰˶ˡ̆ˣ

ഄॵϜቅ ̰̇˼̵̰ᦇ

（選任・解任）年月日
給水装置工事主任技術者
免 許 状 の 交 付 番 号

ᶼᷔᶷᷔ ᶷ᷒ᶪ
֡ ݺᦶ

第 26896520 号 ĆĆ ɶ年 ɠ月 ɞ日

ᶼᷔᶷᷔ ᶳᷕ᷒ᶪ
֡ ฌᦶ

第 158963 号 ĆĆ ɶ年 ɠ月 ɞ日

｝いずれか

日付は申請日に記載してください。
※新規申請時は日付を指定日とする
ため、空欄のまま提出してください。

登記事項証明書に記載
されているとおり記入して
ください。

更新申請の場合は現指定
番号を記入してください。
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別表（第18条関係）

(注） 　種別の欄には「管の切断用の機械器具」、「管の加工用の機械器具」、「接合用

の機械器具」、「水圧テストポンプ」の別を記入すること。

　     機械器具の形式、性能欄はﾒ-ｶ-名及び製造番号を詳細に記入すること。

※　添付書類　…　機械器具等の写真（カラ－版）　
　　　　　　　…　事務所（内部、外部）の風景写真（カラ－版）

　　　　年　　月　　日現在

Ԍ௷ᄄෛഷڢӃ ᧼Ԍʴʙ ˰̛́ơƜ-ƍƉƎ 5
˥̰˵̰˨̀˼̵ ƦƜƜƧƜƍƋƚ 1
̎ˡ̔˨̀˼̵ 4

ՉࣸᄄෛഷڢӃ ˊʟː 3
̎ˡ̔̊˵Ԍෛ ƧƆƍƉƚǬ 2

ɳ ƎƋƎƚǬ 1
̎ˡ̔ດۜۜᇎෛ ƩƫƆƌƉ 1

ͤ௷ෛ Ĵ13̴Ĵ20̴Ĵ25 3

װᄄෛഷڢӃ ̵̅˾̦̰̔ ˩˺̧̰ᄄ 2
˩˶̵̵̍̇ ̪̰̔̎ͳۜᄄ 1

ɳ ̪̰̔̎Ϭۜᄄ 5
̎ˡ̩̰̔˾ ƦƜƜƊƋƉƉǗƎƉ 1

ɳ ƒƉƉǗƎƉ 1
ɳ 450 2
ɳ 300 3

̟̰˪̵˶̎̇ 2

ۜ̃˶̰̅̔̚ ̃˶̰̅̔̚ ˪̵̤̬ƤƲƆƍƉƚ 1
̃˶̰̅̔̚ƁՠॵƂ ˪̵̤̬ƭƆƎƉƤƆƩ 1

機　械　器　具　調　書

種　　　別 名　　　称 形式、性能 数　量 備　考

日付は申請時に記入して
ください。

・各「種別」ごとに、最低１つ以上の機械器具を有する必要があります。　
・４つの各「種別」ごとに最低１種類以上記入してください。
・数量も漏れなく記載してください。
　（この記入例は参考ですので、これ以外のものも記載可。）
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（この様式は更新申請の場合に提出が必要です） 別紙１

南丹市指定給水装置工事事業者　指定更新時確認票

１．指定給水装置工事事業者の業務内容

・休業日、営業時間（修繕対応時間もご記入ください。）　（公表：可　不可　）

　　休業日：ۚɱቑɱƠưɱभಘभ　営業日：ಆǗ᧼　修繕対応時間：8Ǘ18ష

・漏水等修繕対応の可否　　（公表：可　不可　）

　（該当に○　詳細な内容を記入することも可能。）

　　屋内給水装置の修繕　　埋設部の修繕

　　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

・対応工事種別（新設・改造 等）：該当に○　（公表：可　不可　）

　　配水管からの分岐 ～ 水道メーター（　新設　改造　）

　　水道メーター ～ 宅内給水装置　　（　新設　改造　）

・その他　（公表：可　不可　）

　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

※　公表には、ホームページ等への掲載を含みます。

※　業務内容に変更が生じた場合は、速やかにその旨を届け出るようお願いします。

２．給水装置工事主任技術者等の研修受講実績（過去５年以内）

　水道法施行規則 第36条

　　法第25条の8に規定する厚生労働省令で定める給水装置工事の事業の運営に関する基準は、

　次の各号に揚げるものとする。（以下抜粋）

　　４ 給水装置工事主任技術者及びその他の給水装置工事に従事する者の給水装置工事の

　　施行技術の向上のために、研修の機会を確保するよう努めること。

　上記内容の公表の可否（公表には、ホームページ等への掲載を含みます。）

　　可　　不可

外部研修については、受講を証明する書類（受講証等）の写しを添付してください。

自社内研修については、研修内容を記載してください。

受講者名は、公表の対象ではありません。

行数が足りない場合は、必要に応じてコピー等してください。

指 定 番 号 第　ɶɶɶ　号

屋 号 又 は 名 称 ഄॵϜቅΏᾎᾷᾃ̵ᾷᦇ

受講者名
（公表対象外）

研修会名、実施団体 受講年月日

֡ ݺᦶ ᏂࣸΖଭᔸᡝۄΏỼᾭ̵ᾏᾷὴ ψؤɶभɶಆɶ

֡ ฌᦶ ᔬቅӈᇿЯΏɶɶἼἪංգᇿЯ ψؤɶभɶಆɶ
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３．過去1年以内の給水装置工事に主に従事した適切に作業を行うことができる
　技能を有する者の状況

　水道法施行規則 第36条
　　法第25条の8に規定する厚生労働省令で定める給水装置工事の事業の運営に関する基準は、
　次の各号に掲げるものとする。（以下抜粋）
　　２ 配水管から分岐して給水管を設ける工事及び給水装置の配水管への取付口から水道メーター
　　　までの工事を施行する場合において、当該配水管及び他の地下埋設物に変形、破損その他の
　　　異常を生じさせることがないよう適切に作業を行うことができる技能を有する者を従事させ、
　　　又はその者に当該工事に従事する他の者を実施に監督させること。

　□「配水管からの分岐～水道メーター」の工事を施行しないため不要

　　　　　　　　　　　　　　過去1年以内の工事実績がない場合は、直近の状況を記載してください。

ɶ H30

ɶ H30

Ć

　上記内容の公表の可否（公表には、ホームページ等への掲載を含みます。）

　　可　　不可

※以下に示す保有資格等（下線部）を記載してください。

　①水道事業者等によって行われた試験や講習により、資格を与えられた配管工

　（配管技能者、その他類似の名称のものを含む）

　②職業能力開発促進法（昭和44年法律第64号）第44条に規定する配管技能士

　③職業能力開発促進法第24条に規定する都道府県の認定を受けた職業訓練校の配管科の課程修了者

　④公益財団法人給水工事技術振興財団が実施する配管技能の習得に係る講習の課程修了者

　（配管技能者講習会修了者、配管技能検定会合格者、配管技能者認定）

資格を証明する書類（資格証等）の写しを添付してください。

「配水管からの分岐～水道メーター」の工事を施行しない場合は、任意の記載となります。

技能を有する者の氏名は、公表対象ではありません。

行数が足りない場合は、必要に応じてコピー等してください。

֡ ݺᦶ ɶ ᠏ᑹϜЯΒᒊ

֡ ᕳࠄ ɶ ᠏ᑹϜЯΒᒊ

ቅـƚ ɶ

技能を有する者の氏名
（公表対象外）

配水管への分水栓の取付・
せん孔、給水管の接合、い
ずれの経験も有している
（○×を記入）

資格等を有しているか（○×を記入）
工事年度

保有している資格等※

工事を施工しない場合は☑
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